
公益財団法人  産業雇用安定センター滋賀事務所（平日10時～17時） 　☎077-526-3991

滋賀県雇用シェアサポートセンター（平日10時～17時） 　☎077-510-1005

「雇用シェア（在籍型出向制度）」を利用して、

従業員の雇用を守る企業を　　で支援します

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた

事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の

事業主に対して助成する『産業雇用安定助成金』が創設されました。

これを踏まえ、滋賀労働局は滋賀県在籍型出向等支援協議会の事務局として、滋賀県・

産業雇用安定センターと連携し、出向のマッチングを無料で支援します。

（滋賀労働局 職業安定課 内）

〒520-0806 大津市打出浜14番15号 滋賀労働総合庁舎5階

☎ 077-526-8609      FAX  077-528-5418

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向

により、労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対してその出向に要した賃金や

経費の一部を助成します。

〇雇用維持、人材確保の相談対応

〇社会保険労務士等の専門家

による相談対応

○セミナー開催

雇用シェアサポートセンター 産業雇用安定センター

〇再就職・出向支援サービス

〇求人に関する情報提供

○人材に関する情報提供

○出向のマッチング

情報共有

問

合

先

無料

事業・雇用を拡大したい事業主

・事業を拡大したいが、人手が足りない

・求人募集しているが、求職者が来ない

・人材交流と風土改革を期待したい

雇用維持・継続が難しい事業主

・休業や事業縮小を実施検討している

・社員の雇用は維持したい

・他社経験による社員の成長を期待

送出企業

出向マッチング

受入企業

※「滋賀県在籍型出向等支援協議会」は、経済・労働者団体、金融機関、行政機関の19組織で構成しています。

滋賀県在籍型出向等支援協議会事務局

滋賀県の出向・副業等の支援

産業雇用安定助成金 検索詳しくは ☞

「産業雇用安定助成金」の御案内

産業雇用安定助成金にかかる『コールセンター』を開設しました。

■電話番号 ０１２０－６０－３９９９

■受付時間 ９：００～２１：００（土日・祝日含む）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html

https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/zaisekigatasyokousien_00198.html

https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/zaisekigatasyokousien_00198.html


1．下記の必要事項をご記入いただき「滋賀県在籍型出向等支援協議会 事務局」までお申し込み下さい。

2．事務局にて内容確認後、ご担当者宛てにご案内を差し上げます。

3．面談で伺った内容は、滋賀県・雇用シェアサポートセンター・ 産業雇用安定センター滋賀事務所並びに

  　滋賀労働局にて情報共有し、マッチングに向けたご支援を進めて参ります。

　滋賀県在籍型出向等支援協議会 事務局（滋賀労働局）   　☎  077-526-8609

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　                FAX  077-528-5418

【個人情報の取り扱いについて】

　個人情報は、在籍型出向等支援を目的として利用するものとし、申し込み企業様の承諾なしに目的外の利用

　及び第三者への提供は致しません。(出向等させたい企業様名は、ご希望に応じた取り扱いを致します）

貴社
フリガナ

名

所在地

業種 従業員数

会社HP

【連絡窓口】

担当者氏名 担当者役職

TEL FAX

E-mail

□人材不足で受入を検討したい
要望職種

業務内容

学歴

年齢

経験

規模

その他希望

□事業拡大　　□専門性の高い人材を検討　　□事業成長のため即戦力の人材を検討

□能力・経験を有する高年齢者を検討　　□新規事業計画のため

□その他 （ ）

□人材余剰で送出を検討したい
現職種

規模

年齢

時期

【事務局使用欄】

受付№

　　　要　・　不要

　　　　　　　名　～　　　　　名　　程度

（資格・時期等：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　無　　・　　有　（URL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

「在籍型出向等支援」相談・登録 申し込み

お申し込み先

申込種別

（相談・申込）

　○受入：人材不足による企業として登録したい

　○送出：人材余剰による企業として、受け入れ先を探したい

　〒

名

事業内容

　○その他　（具体内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　年　　　　　月　　～　　　　　年　　　　　月頃

出向受け入れ理由

送出する

人材の

イメージ

　　　　　　　名　～　　　　　名　　程度

　　　　　　歳代　～　　　　歳代　・　不問

受け入れ

人材の

イメージ

　中学卒　・　高校卒・短大（高専／専門）卒　・　大学卒　・大院卒　・　不問

　　　　　　歳代　～　　　　歳代　・　不問

その他ご要望事項

受付年月日 　　　　年　　　月　　　日

受付部門

□ 産業雇用安定センター

□雇用シェアサポートセンター

□滋賀労働局

対応者 相談方法


